令和７年度における教職員の懲戒処分の状況について

１　報告期間
令和７年９月１日から同年１２月３１日まで

２　概　　要
　　期間中、２４件（２５名）の懲戒処分を行った。※［　］内は前年同期の数
	校種別
	免職
	停職
	減給
	戒告
	懲戒計(名)

	高等学校
	１［１］
	３［２］
	４［４］
	２［１］
	１０［ ８ ］

	支援学校
	１［１］
	２［１］
	１［２］
	０［０］
	　４［ ４ ］

	中学校
	１［３］
	０［０］
	６［１］
	１［１］
	　８［ ５ ］

	小学校
	２［０］
	０［０］
	１［２］
	０［０］
	　３［ ２ ］

	合　計(名)
	５［５］
	５［３］
	１２［９］
	３［２］
	２５［１９］









	行為態様別
	免職
	停職
	減給
	戒告
	懲戒計(名)

	一般服務関係
	０［１］
	３［３］
	６［５］
	３［１］
	１２［１０］

	公金公物関係
	０［１］
	０［０］
	３［３］
	０［０］
	　３［ ４ ］

	公務外非行関係
	５［３］
	０［０］
	３［０］
	０［０］
	　８［ ３ ］

	交通法規違反等
	０［０］
	２［０］
	０［０］
	０［１］
	　２［ １ ］

	管理監督責任
	０［０］
	０［０］
	０［１］
	０［０］
	　０［ １ ］

	合　計(名)
	５［５］
	５［３］
	１２［９］
	３［２］
	２５［１９］










　　　
（１）一般服務関係…１２件（１２名）
①体罰等…５件（５名）
・　市立中学校　男性教諭（４４歳）『減給３月』
　　　　令和７年７月、被害生徒を指導していた際、自身と生徒との間にあった机を蹴り倒し、さらに、自身が座っていた椅子を投げた結果、椅子の足が被害生徒の背中に当たり、打撲を負わせた。
　[管理監督責任] 
　　　校　　長（６０歳）　厳重注意

　・　市立中学校　男性教諭（５１歳）『減給６月』
　　　　　令和７年５月、給食指導中、被害生徒に対して、背中を叩くなどの体罰をした。
　　　　　なお、教諭は、過去にも生徒に対する体罰により、「減給４月」の懲戒処分を受けていた。
　[管理監督責任] 
　　　校　　長（５４歳）　厳重注意

　・　市立中学校　男性教諭（５１歳）『減給１月』
　　　　　令和６年１１月、生徒指導をする際に、当該生徒に対し、計４回、頭突きをする体罰を行った。さらに、同年１２月、生徒指導の際、当該生徒に対し、大声で叱責する不適切な指導を行った。
　[管理監督責任] 
　　　校　　長（５９歳）　厳重注意

　・　府立高等学校　男性教諭（３２歳）『戒告』
　　　　　令和７年７月、生徒指導をする際に、傘の柄の部分で当該生徒の首をひっかけるようにして、自分の近くに引き寄せ、当該生徒に頭突きをした。
　[管理監督責任] 
　　　校　　長（５１歳）　厳重注意

　・　府立高等学校　男性教諭（３９歳）『戒告』
　　　　　令和７年６月、校則違反をした生徒に対し、腕立て伏せを50回行うよう指示し、当該生徒が肘などを床に打ち付けるように崩れたにもかかわらず、腕立て伏せを続けさせた。
　[管理監督責任等] 
　　　校　　長（５０歳）　厳重注意
　　　　 　　　関係教諭（３５歳）　訓　　戒

②職員へのセクシュアル・ハラスメント等…１件（１名）
・　府立支援学校　男性教諭（４２歳）『減給６月』
　　　　令和６年４月から１０月にかけて、女性教員３名に対し、性的な言動を行った。また、女子生徒に対し、身体的な特徴を発言したほか、自身の腕に噛みつこうとした男子生徒に対し、首を強く掴むなどの不適切な指導を行った。

③生徒に対する不適切な言動…１件（１名）
・　府立高等学校　女性教諭（３７歳）『減給６月』
　　　　令和６年４月頃から令和７年１０月頃にかけて、同校の生徒らとLINEで私的なやりとりを行い、学校外で食事やカラオケに行くなどした。また、本件発覚後、学校長らによる聞き取りにおいて虚偽の回答を繰り返したほか、職務命令に反し、生徒とLINEでのやりとりを継続するなどした。
　　　　なお、教諭は以前、生徒とLINEで私的なやりとりを行う等したことにより、服務上の「訓戒」措置を受けていた。
　[管理監督責任] 
　　　校　長（５９歳）　厳重注意

　　④喫煙…１件（１名）
・　市立中学校　男性校長（５９歳）『減給１月』
　　　　令和２年４月から令和７年３月までの間、勤務時間中に学校の敷地外において、合計８３９回、約１３８時間喫煙を行った。

⑤窃盗等…２件（２名）
・　府立高等学校　男性教諭（５９歳）『停職６月』
　　　　令和７年８月、他県で開催されたイベントに生徒を引率した際、会場に展示されていた、他校の生徒が制作した美術作品を無断で持ち帰った。

・　府立高等学校　女性教諭（４７歳）『停職３月』
　　　　令和７年６月、勤務校において、生徒が実習で育てている作物を無断で採り、鞄に入れた。
　　　　また、令和５年９月、特別休暇の虚偽申請を行い、２時間４５分不正に取得した。
　[管理監督責任] 
　　　校　長（６０歳）　厳重注意

⑥学校事故…１件（１名）
・　市立中学校　男性教諭（４７歳）『戒告』
　　令和７年４月、プールの排水栓マンホールの蓋を開けたままにしたことにより、当該マンホールに生徒が落下し負傷する事故が発生した。
　[管理監督責任] 
　　　校　長（４９歳）　厳重注意

⑦生徒アカウントの不正利用等…１件（１名）
・　府立高等学校　男性首席（４７歳）『停職１月』
　  令和６年４月、本校の生徒が授業で使用するＧｏｏｇｌｅアカウントのＩＤ及びパスワードを無断で使用し、同年１０月頃にかけて、自宅や本校のパソコンから複数回にわたり、当該生徒のアカウントに無断でログインするなどしたほか、当該アカウントにログインした状態で、本校の入試情報等が記載されたデータにアクセスし、本校校長らに送信するなどした。　
　[管理監督責任] 
　　　校　長（５１歳）　訓告

（２）公金公物関係…３件（３名）
　　①手当等の不適正な事務処理…１件（１名）
・　町立小学校　女性副主査（４５歳）『減給６月』
　 令和６年６月から令和７年７月にかけて、勤務校において児童手当等の事務手続を怠り、支払を遅延させたほか、教員の口座に児童手当の入金を装って私費で振込んだ。また、令和６年６月から令和７年７月にかけて、学校口座から引き出した児童手当を、自身の執務机に入れて保管した。さらに、令和７年７月、外部業者に支払う費用の一部を、私費で立て替えて支払うなどの不適切な処理を行った。
[管理監督責任] 
校長（５７歳）　厳重注意

②通勤手当の不正受給…２件（２名）
・　府立高等学校　女性臨時実習助手（２２歳）『減給１月』
　　令和７年４月から６月にかけて、届け出た通勤経路を使用せずに徒歩で通勤し、通勤手当を不正に受給した。

・　府立高等学校　男性教諭（４２歳）『減給１月』
　　令和６年１１月から令和７年３月にかけて、無許可で原動機付自転車による通勤を行い、通勤手当を不正に受給した。

（３）公務外非行関係…８件（８名）
　　①中学生への不同意性交等…１件（１名）
　　　・　府立支援学校　男性教諭（３９歳）『免職』
　　　　　　令和７年３月、ＳＮＳで知り合った女子中学生に対し、みだらな行為をした。また、特別休暇の虚偽申請を行い、３日間不正に取得した。

　　②不法投棄等…１件（１名）
　　　・　府立高等学校　男性教諭（３０歳）『減給１月』
　　　　　　令和７年６月、休日に前任校に無断で侵入し、不要となった自身の私物等を、同校のごみ集積所に廃棄した。

　　③違法薬物使用…２件（２名）
　　　・　市立小学校　男性教諭（４３歳）『免職』
　　　　　　令和７年８月、自宅において、覚醒剤を使用した。

　　  ・　府立高等学校　女性教諭（４３歳）『免職』
　　　　　　令和４年頃から令和７年８月までの間、複数回にわたり、大麻等を使用したほか、それらを自宅で所持するなどした。

　　④児童ポルノ所持…１件（１名）
　　　・　市立小学校　男性教諭（２６歳）『免職』
　　　　　　平成３０年頃から令和７年８月頃までの間にＳＮＳで収集した児童ポルノを、少なくとも１００本以上所持し、また、前任校で男子児童の裸を盗撮した動画データを計３本所持していた。

　　⑤生徒への性的画像の要求…１件（１名）
　　　・　市立中学校　男性教諭（３５歳）『免職』
　　　　　　 令和７年７月頃から８月にかけて、ＳＮＳのビデオ通話機能を用いて、５回程度、女子中学生に性的画像を要求したほか、うち１回、その様子を録画した。

　　⑥病気休職中の旅行…１件（１名）
　　　・　市立中学校　女性教諭（３３歳）『減給６月』
　　　　　　令和４年８月から令和６年９月にかけて、病気休職中に、合計９回、延べ２１日間、宿泊を伴う旅行等に行った。さらに、ＳＮＳで不適切な内容の発言を投稿した。

　　⑦生徒への不適切な言動…１件（１名）
・　市立中学校　男性教諭（３６歳）『減給３月』
　　　　令和５年９月から令和６年５月にかけて、学校外のスポーツクラブチームにおいて、コーチとして指導中、当該クラブチームに所属している生徒らに対して、電子ホイッスル等で頭部を叩いたほか、「辞めたらいい、バスケ」、「アホ」等の不適切な発言を行った。

（４）交通法規違反等…１件（２名）
①交通違反等…１件（２名）
・　府立支援学校　男性教頭（４４歳）『停職６月』
府立支援学校　女性教諭（３４歳）『停職３月』
　　　　 教頭らは、令和７年１０月、自宅最寄り駅近くの居酒屋で、飲酒をして帰宅する際、教頭は、教諭の自転車に跨り、教諭は、教頭に促されて当該自転車の荷台に同乗し、二人乗りを行った。
　　　　そして、警察官から職務質問を受け、呼気検査基準値を超えるアルコール濃度が検出された。

３　府教委の主な取組み
　
○　令和７年１１月、府立学校長・准校長及び市町村教育委員会教育長あて、わい
せつ行為、ハラスメント、体罰等の不祥事の根絶に向けて、「教職員の綱紀の保
持について（通達・通知）」を発出した。
　　通達には、令和７年３月に本府が作成した「不祥事防止ガイドブック」を使用し、服務の適正化に向けた取り組みを実施するとともに、直近に発生した懲戒処分事例（概要、発覚の経緯、動機、処分内容）、性暴力・性犯罪の根絶に向けた関係資料を添付し、それらを活用することや、所属教職員に対して、「なぜ、不祥事・不正行為を行ってはいけないか」「不祥事・不正行為を行うとどうなるか」「不祥事や不正行為はどのように発覚するのか」の３点を挙げ、具体的に指導し綱紀の保持に遺漏なきよう取り組むよう指示した。

○　また、直近に発生した飲酒した状態で自転車を運転及び同乗した教員に対して
厳格な処分を行ったことを周知し、「自転車の酒気帯び運転」等の不祥事事案については厳正に対処する旨明記するとともに、改めて、飲酒運転を絶対にしないという規範意識を持つなど、教職員一人ひとりが、不祥事を他人事とせず、自分自身の意識や行動を見つめなおし、自覚ある行動をとることを求めた。
　
○　あわせて、必携資料「不祥事『０（ゼロ）』に向けて」を送付し、「懲戒処
分とその影響」についての一覧を掲載するとともに、懲戒処分によって、給
与面や期末手当に影響が及ぶことや、教員免許状が失効する場合もあること
について示し、教職員への注意喚起を促した。

3－2
